
発掘調査不要

※３

※１　照会時には、計画場所が分かる地図を添付してください。　

※２　試掘経費は境港市教育委員会が負担しますが、手続きの都合上試掘までに時間を要する場合があります。

※３　記録保存（本調査）の経費については開発事業者にご協力いただきます。

※４　文化財保護法の規定による義務です。

【照会先】 境港市教育委員会事務局　生涯学習課文化体育係

電話：0859-47-1093（内線246）　FAX：0859-47-1100

メール：syougaigakusyu@city.sakaiminato.lg.jp

埋蔵文化財取扱いフロー

土木工事届出・通知

（法第93・94条）

現地踏査

※ただし、発掘調査の要・不要の

判断ができない場合、試掘　※２

包蔵地の可能性がある

埋蔵文化財包蔵地である

協議が必要

埋蔵文化財包蔵地であるか判断が

必要な場合、試掘　※２

(法第96条・97条)  ※４

埋蔵文化財の取り扱い終了

埋蔵文化財包蔵地の照会　※１

協議不要

慎重工事

工　事　着　工

工事中の発見

遺跡発見届・通知

現状保存

県及び市文化財担

当課と協議

記録保存(本調査)

発掘調査・整理作業・

報告書発刊⇒調査終了

発掘調査必要

工事立会試掘調査 ※２

埋蔵文化財包蔵地ではない


